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■漁港・海岸施設の復旧を支援します

地震・津波
緊急対策

３

＜特例措置＞
① 漁港、海岸等の復旧を国又は県が被災

地方公共団体に代わって実施する代行制
度を創設しました度を創設しました。

※ 地すべり防止施設、治山施設も同様に適用されます。

② 漁業集落排水施設の復旧を高い補助率
で実施できる制度を創設しました。

６

８

■農地・農業用施設の復旧を支援します

で実施できる制度を創設しました。
※ 農業・林業集落排水施設にも同様に適用されます。

１０

＜特例措置＞
③ 排水機場が復旧するまでの間、農地を

含む地域の排水を緊急的に行います。
④ 除塩事業を創設しました

１１

④ 除塩事業を創設しました。
⑤ 災害復旧と併せて行う区画整理等に

激甚法と同等の嵩上げが適用されるこ
ととなりました。

１２

１４ととなりました。
⑥ 土地改良事業の開始手続きを簡素化
しました。 １５

１

■山林施設の復旧を支援します ２２



地震・津波
緊急対策

漁港施設、農地・農業用施設、
山林施設 海岸施設山林施設、海岸施設
の復旧を支援します

＜事業内容＞

○ 災害復旧事業
地震、津波により被災した農林水産関係土

木施設の災害復旧を実施します木施設の災害復旧を実施します。

「公共土木施設災害復旧事
業費国庫負担法（負担法）」

に基づく事業

「農林水産施設災害復旧事業
費国庫補助の暫定措置に関す
る法律（暫定法）」に基づく事業

漁港、海岸、
地すべり防止施設、
林地荒廃防止施設

農地、農業用施設、林道等

○ 災害関連事業
災害復旧事業を実施するのみでは、再度

災害の防止に十分な効果が期待できないと災害の防止に十分な効果が期待できないと
認められる場合に、これと併せて構造物の強
化等を実施します。

２



地震・津波
緊急対策漁港・海岸施設の復旧

を支援します
＜対象施設＞＜対象施設＞

漁港施設 基本施設
外郭施設（防波堤、防砂堤、護岸等）
係留施設（岸壁、物揚場、船揚場等）
水域施設（航路、泊地）

【負担法】

水域施設（航路、泊地）
機能施設
輸送施設（鉄道、道路、駐車場、橋等）

漁業用施設 沿岸漁場整備開発施設（消波堤、離岸堤等）

漁港施設（漁業の根拠地となる水域及び陸域内で
【暫定法】

漁港施設（漁業の根拠地となる水域及び陸域内で
かつ、水産業共同組合の維持管理に属
するもの）

海岸施設（堤防、護岸、突堤等）
【負担法】

３



地震・津波
緊急対策＜主な事業＞

区分 事　業　名 事　業　内　容 事業主体 主 な 採 択 要 件

漁港施設災害復旧 被災した漁港や海岸等

都道府県
市町村 都道府県の場合は工事費が120

漁港施設災害復旧
事業

被災した漁港や海岸等
の復旧

市町村
万円以上、市町村の場合は60万
円以上

漁業用施設災害復
旧事業

被災した消波施設、水
路、着定基質等の漁業
用施設の復旧

都道府県
市町村 工事費が40万円以上

直轄漁港災害復旧 国が整備した漁港施設

復旧
事業

国（代行）
Ｐ．６参照

直轄漁港災害復旧
事業

国が整備した漁港施設
が被災した場合の復旧

国

漁港施設災害関連
事業

被災した漁港施設の災
害復旧事業と一体的に
実施し、再度災害の防
止を図る事業

都道府県
市町村 都道府県の場合は工事費が800

万円以上、市町村の場合は600
万円以上

関連

国（代行）
Ｐ．６参照

＜補助率＞

災害関連漁業集落
環境整備事業

被災した漁業集落環境
施設の復旧

都道府県
市町村

受益戸数2戸以上、
工事費が200万円以上

災害関連緊急大規
模漂着流木等処理
対策事業

海岸保全施設に漂着し
たゴミや流木等の除去

都道府県
市町村

漂着量が1000ｍ3以上
工事費が200万円以上

関連
事業

一般災害における国庫補助 激甚災害における国庫補助

＜補助率＞

4/4地方負担
（都道府県）

について、その年の激甚災害の復旧事業
等に係る負担額を基に補助率を嵩上げ

基本
補助率
2/3

3/4

4/4地方負担

漁港
海岸

【負担法】

9/10
8/10

7/10
6/10

5.5/10
5/10

補助残

1/2 2
事業費／標準税収入

1/10 5/10 10/10 20/10 40/10 60/10

地方負担／標準税収入

9/10
8/10

7.5/10
7.0/10

6/10

（市町村）

補助残 9/10
8/10

7.5/10

7/10
6/10

補助残

４

6/10

1/10 10/10 20/10 40/10

地方負担／標準税収入0.5/10



地震・津波
緊急対策

一般災害における国庫補助

漁業用
施設

【暫定法】 基本補助率
6.5/10

9/10

10/10

市町村負担

6.5/10

3 6

事業費／漁家世帯数に係る標準税収入

＜地財措置＞
漁港 海岸施設は補助残の１００％ 漁業用施設は補漁港・海岸施設は補助残の１００％、漁業用施設は補

助残の８０％について、

災害復旧事業債（交付税算入率９５％）

の充当が認められています。

事業実施箇所（イメージ）

の充当が認められています。

＜お問い合わせ窓口＞

５

水産庁漁港漁場整備部防災漁村課 ０３－３５０２－５６３８（直通）



地震・津波
緊急対策

漁港、海岸等の復旧を国又は県が
被災地方公共団体に代わ て実施

特例措置①

被災地方公共団体に代わって実施
する代行制度等を創設しました

＜対象施設＞＜対象施設＞
漁港、海岸、地すべり防止施設、治山施設

＜制度概要＞
○ 次の場合に、国又は県が被災地方公共団体に○ 次の場合に、国又は県が被災地方公共団体に

代わって、もしくは国が直轄事業の特例により、

公共土木施設の災害復旧事業及び災害関連事業

を実施します。

被災地方公共団体からの要請があること・ 被災地方公共団体からの要請があること

・ 実施体制その他の地域の実情を勘案して必

要があると認められること

※ 詳細はお問い合わせ窓口までご連絡下さい。

被災県
被災市町村

国
（地方支分部局、水産庁）

または 県

代行工事
または

特例による直轄工事

要請

必要と認められる場合

＜お問い合わせ窓口＞

○漁港 水産庁漁港漁場整備部防災漁村課
○海岸 農村振興局整備部防災課

０３－３５０２－５６３８
０３－６７４４－２１９９

６

水産庁漁港漁場整備部防災漁村課
○地すべり防止施設 農村振興局整備部防災課

林野庁森林整備部治山課
○治山施設 林野庁森林整備部治山課

０３－３５０２－５６３８
０３－３５０２－６４３０
０３－３５０２－８２０８
０３－６７４４－２３０８



① 対象工事

地震・津波
緊急対策＜対象工事＞

漁 港

① 対象工事
第３種漁港における漁港漁場整備法（昭和２５年法律第１３７号）

第３条に規定する基本施設又は漁港の利用及び管理上重要な
輸送施設の災害復旧等に関する工事

② 実施主体
市町村→県（代行） 県→国（代行）

① 対象工事

市町村→県（代行）、県→国（代行）
※ 補助率等はＰ.４をご覧ください。

海 岸

① 対象工事
海岸法（昭和３１年法律第１０１号）第２条第１項に規定する

海岸保全施設の災害復旧等に関する工事
② 実施主体

市町村→県（代行）、市町村・県→国（代行）
※ 補助率等はＰ.４（又はＰ.２０）をご覧ください。※ 補助率等はＰ.４（又はＰ.２０）をご覧ください。

① 対象工事
地すべり等防止法（昭和３３年法律第３０号）第２条第３項
規定 地 防止施 災害復 等 事

地すべり防止施設

に規定する地すべり防止施設の災害復旧等に関する工事
② 実施主体

県→国（代行）
※ 補助率等はＰ.２０（又はＰ.２３）をご覧ください。

① 対象工事
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第４１条第３項に規定する

保安施設事業に係る災害復旧等

治山施設

② 実施主体
国（直轄事業の特例により施行）

※ 補助率等はＰ.２３をご覧ください。

７



地震・津波
緊急対策

集落排水施設の復旧を高い補助率
で実施できる制度を創設しました

特例措置②

＜制度の概要＞

○ 特定被災地方公共団体※が下記対象施設を復旧

で実施できる制度を創設しました

する際の国庫補助率に特例規定を設けました。

・ 高率補助の対象となる施設
集落排水施設、街路、改良住宅、上水道、

簡易水道、工業用水道、一般廃棄物処理施設、
交通安全施設

※ 東日本大震災による被害を受けた、青森県、岩手県、宮城県、福島県、
茨城県、栃木県、千葉県、新潟県及び長野県並びにこれらの県内で被害
が大きいと認められた市町村

○ 標準税収入に対する上記対象施設毎の復旧事業費
の総額が、
２０％（４０％）までの部分については、補助率８/１０
２０％（４０％）を超える部分については、補助率９/１０（ ）
となります。（（ ）内は県の場合）

補助率は、８/１０以上９/１０未満

９/１０

補助率

８/１０
９/１０

国庫負担

５/１０

（今回）

（通常） 地方負担

（４０/１００）
［対象施設の復旧に係る事業費］

／［標準税収入］

８

２０/１００



地震・津波
緊急対策

＜事業内容＞

○ 被災した農業・林業・漁業集落排水施設を原形○ 被災した農業 林業 漁業集落排水施設を原形
復旧します。

＜採択要件＞

○ 東日本大震災により被災した農地 農業用施○ 東日本大震災により被災した農地・農業用施
設・林業施設・漁港等の災害復旧事業実施区域
と同じ地域であって次の全てを満たすもの。

① 受益戸数が２戸以上。
② 工事費が２００万円以上。
③ 次のいずれにも該当しないこと。

・ 維持工事とみるべきもの
・ 明らかに設計の不備又は工事の施行の

粗漏に基因するもの粗漏に基因するもの
・ はなはだしく維持管理の義務を怠ったこと

に基因するもの
・ 本事業以外の事業施行中に生じた災害に

よるものよるもの

＜お問い合わせ窓口＞

農業集落排水施設：農村振興局整備部農村整備官
集落排水事業班 ＴＥＬ０３－６７４４－２２００（直通）

林業集落排水施設：林野庁森林整備部整備課
災害対策班 ＴＥＬ０３－６７４４－２３０４（直通）

漁業集落排水施設：水産庁漁港漁場整備部防災漁村課
災害調整班 ＴＥＬ０３－３５０２－５６３８（直通）

９



地震・津波
緊急対策農地・農業用施設の復旧

を支援します
＜対象施設＞＜対象施設＞

農地（耕作の用に供されている土地、現に耕作している土地）
農業用施設（ため池、頭首工、水路、農道、揚水機、堤防、
【暫定法】 橋梁、農地保全施設）

＜対象となる条件＞

① 受益戸数が２戸以上の施設であること
② １箇所の工事費※が４０万円以上のもの
※ 同じ種類の施設が被災した場合で、その被災箇所が

ため池

１５０ｍ以内の間隔で連続しているものは合算可能

鉱毒対策

用水路

頭首工
地すべり
防止施設

農地及び
県道

農地及び
農道

流亡
埋没

埋没 農道橋

排水路

農地

農道埋没

湛水
農村生活環境

施設

１０

海岸保全
施設



地震・津波
緊急対策

排水機場が復旧するまでの間、
農地を含む地域の排水を

特例措置③

農地を含む地域の排水を
緊急的に行います

＜事業内容＞

① 津波により湛水した農地からの緊急的な排水
② 被災した排水機場が復旧するまでの地域の排水
に必要となる、災害応急用ポンプ等の配備、運用
の一切を、国が全額負担して実施します。

県・市町村
土地改良区

東北農政局
土地改良技術事務所

申請

手続きは簡単です

の 切を、国が全額負担して実施します。

＜開始手続き＞

農地の湛水を早く
解消して欲しい

土地改良区 土地改良技術事務所

国がポンプの
設置、運転管理

を行います

排水機場が復旧
するまで、仮設
ポンプで排水して
欲しい

１１

＜お問い合わせ窓口＞
東北農政局土地改良技術事務所 施設・管理課 電話０２２－２９５－５５４７



地震・津波
緊急対策

除塩事業を創設しました
＜事業内容＞

特例措置④

＜事業内容＞

○ 東日本大震災に伴う津波により、海水が農用地に浸
入し塩害が生じている場合に、除塩事業を実施します。

（対象となる主な工種）（対象となる主な工種）
・かんがい排水施設の新設
・揚排水機の運転経費
・石灰等の施用及び耕起・砕土
・排土、客土

＜事業実施主体＞

○ 国、都道府県、市町村、土地改良区

＜実施要件＞＜実施要件＞

○ 塩分濃度が0.1％以上の農用地
（畑作地にあっては0.05％以上）

※ 塩分濃度は事業実施主体が専用機器を用いれば、容易に現場で
測定できます。

○ １箇所の工事費が４０万円以上のもの
○ 国が事業実施主体の場合、面積20ha以上

作付けできない。

１２

【海水がたまった水田】排水、注水、撹はんを
繰り返し、水稲の生育に影響がない塩分濃度ま
で除塩します。



地震・津波
緊急対策

＜補助率＞

９／１０９／１０

＜除塩対策のイメージ図＞

＜お問い合わせ窓口＞

農村振興局整備部防災課 ０３－６７４４－２２１１

１３



地震・津波
緊急対策

津波による災害に対処するため

特例措置⑤

農地・農業用施設の復旧制度
を拡充しました

＜拡充内容＞＜拡充内容＞

○ 土地改良法特例法に基づき、災害復旧と
併せて行う区画整理や施設の改良に激甚法
と同等の嵩上げ※が適用されることとなりまと同等の嵩上げ が適用されることとなりま
した。
※ 詳しい内容についてはＰ．１９をご覧下さい。

○ 国が実施主体となって農地の復旧や施設の
改良を行うことが可能になりました改良を行うことが可能になりました。

事業主体 対象
国庫負担
嵩上げ

農地
災害復旧 有

都道府県等

農地
災害復旧と併せて行う区画整理 有

農業用施設
災害復旧 有

災害復旧と併せて行う改良 有

農地
災害復旧 有

災害復旧と併せて行う区画整理 有

※着色部が今回の拡充箇所

＜お問い合わせ窓口＞

国
災害復旧と併せて行う区画整理 有

農業用施設
災害復旧 有

災害復旧と併せて行う改良 有

１４

＜お問い合わせ窓口＞
農村振興局整備部防災課 ０３－６７４４－２２１１



地震・津波
緊急対策

津波による災害に対処する
土地改良事業の開始手続きを

特例措置⑥

土地改良事業の開始手続きを
簡素化しました

＜拡充内容＞
○ 土地改良法特例法に基づき 災害復旧事業と○ 土地改良法特例法に基づき、災害復旧事業と
併せて行う土地改良施設の変更、区画整理等の事
業を、国又は都道府県が申請によらず行うことが
できるようになりました。これまで申請人が行う必
要があった手続を国 都道府県が実施します要があった手続を国・都道府県が実施します。

計画概要の作成 地域住民の
意見聴取

関係都道

（これまでの手続）

この部分の手続を
国・都道府県が農家
に代わって実施します関係都道

府県知事協
議計画概要等公告

事業参加資格者
（３条資格者）の同意

に代わって実施します。

同意徴集等を国又は都道
府県が行うことで、被災

学識経験者

報告聴取申請

計画決定

地の農家の皆様に負担を
かけることなく事業を開
始します。

異議申立て

計画の公告・縦覧

計画の確定

この部分の手続は従
来どおり国・都道府県

１５

計画の確定

事業の実施

来どおり国・都道府県
が実施します。



地震・津波
緊急対策

○ 土地改良施設の変更に係る農地所有者等同意
徴集の手続きについて、組合員の権利や利益を
侵害するおそれがない場合には、土地改良区の
同意をもってこれに代えることができるようにな
りました。りました。

従来

事業参 資格者

今回の特例

事業参加資格者
（３条資格者）の
２/３以上の同意

土地改良区
の同意

土
地
改
良
区

の
同
意

計
画
概
要

縦
覧

計
画
概
要
等

公
告

計
画
決
定

計
画
の

公
告
・縦
覧

計
画
の
確
定

事
業
の
実
施

協
議

報告聴取

地域住民の
意見聴取

学識経験者 異議申立て
関係都道
府県知事

報告聴取

※ ただし 区画整理については従来どおり３条資格者の２/３以上の

＜お問い合わせ窓口＞

※ ただし、区画整理については従来どおり３条資格者の２/３以上の

同意が必要です。

１６

農村振興局整備部土地改良企画課 ０３－６７４４－２１８７



地震・津波
緊急対策

＜主な事業＞

農地・農業用施設の復旧について

区 災害復旧事業 概 要 等 事業実施主体 主な採択要件
分

本
災

直轄災害復旧
事業

国で造成した農業
用施設が被災した
場合の復旧 （完了
地区を含む）

国 実施中の地区においては、事業費
が５００万円以上（１箇所７５万円
以上のもの）であり、かつ基本事業
の当該年度残事業費の１％を超え
るもの

完了地区においては１箇所の事業
費が２，０００万円以上のもの

農地災害復旧
事業

被災した農地の復
旧

〔国〕、都道府県、市
町村、土地改良区
等

１箇所の工事費が４０万円以上の
もの

農業用施設災
害復旧事業

被災した水路、た
め池、農道等の農
業用施設の復旧

〔国〕、都道府県、市
町村、土地改良区
等

１箇所の工事費が４０万円以上の
もの

海岸保全施設
災害復旧事業

海岸保全区域内の
海岸保全施設の災
害復旧

都道府県、市町村

国【代行】Ｐ６参照

１箇所の工事費が１２０万円以上。
ただし、政令指定都市以外の市町
村は６０万円以上のもの害復旧 村は６０万円以上のもの

関連
災

農地災害関連
区画整備事業

農地復旧と併せて
実施する区画整理

〔国〕、都道府県、市
町村、土地改良区
等

再度災害防止のために行うもので
あって、受益戸数２戸以上、工事
費４００万円以上、復旧事業の被
災面積・復旧工事費以内、他の改
良計画が無く、事業効果大のもの

農業用施設災
害関連事業

農業用施設復旧と
併せて実施する改
良工事

〔国〕、都道府県、市
町村、土地改良区
等

工事費２００万円以上、かつ復旧
工事費以内、他の改良計画がなく、
効果大のもの

海岸保全施設 海岸保全施設の災 都道府県、市町村 １箇所の工事費が６００（県、指定
災害関連事業 害復旧に併せて行

う当該被災又は一
連の施設整備

国【代行】Ｐ６参照 都市８００）万円以上、かつ復旧工
事費を超えないものであって、他
の改良計画がなく、効果大のもの

災害関連農村
生活環境施設
復旧事業

農地等復旧と関連
して実施する生活
環境施設の復旧

市町村、土地改良
区等

１箇所の工事費が２００万円以上、
かつ受益戸数２戸以上であって、
維持 事 維持管理不良 設計

１７

復旧事業 環境施設の復旧 維持工事、維持管理不良、設計・
施工不良、他の事業の施工中に
生じたものでないもの

注： 〔 〕内は土地改良法特例法に基づき、津波の被害に対処するための事業の場合



地震・津波
緊急対策

＜補助率＞

１．農地・農業用施設【暫定法】

一次高率 二次高率

区　　分

暫定法補助率

激甚法補助率嵩上げ
通常補助率

単年災高率補助率

当たり事業費

50％ 80％ 90％ 70％ 80％ 90％

(沖縄80％)

65％ 90％ 100％ 70％ 80％ 90％
補

 １戸当たり事業費

 （総事業費／耕作

 者実数）が８万円

 までの部分

 １戸当たり事業費

 が８万円を超え15

 万円までの部分

 １戸当たり事業費

 が15万円を超える

 部分

 １戸当たり負担額

 が１万円を超え２

 万円までの部分

 １戸当たり負担額

 が２万円を超え６

 万円までの部分

 １戸当たり負担額

 が６万円を超える

 部分

農　　　地

農業用施設
(沖縄80％)

 ○農地

　
　
助
　
　
事
　
　
業

農業用施設

１戸当たりの負担額（左図赤囲い部「市町村・農家等
の負担部分」）について、下図の補助率を適用

8万円

50%

基本補助率 一次高率

80%

二次高率

90%

市町村・農家等の負担部分

　（補助残分）国
の
補
助
率

１戸当たりの復旧事業費

100%

0%
15万円

　激甚指定された際の市町村・農家等の負担部分

（補助残分）

100%

＜補助率＞
 ○農業用施設

業 １戸当たりの復旧事業費

市町村・農家等の負担部分

（補助残分）

8万円

90% 100%

100%

国
の
補
助
率

基本補助率 一次高率 二次高率

65%

0%
15万円

１戸当たりの復旧事業費

70% 80% 90%

１戸当たりの負担額

国
の
補
助
率

0%
1万円 2万円 6万円

通常補助率 一次高率 二次高率

注１．暫定法補助率の算定の場合の市町村ごとの１戸当たりの事業費は 注．その年の発生災害のうち、激甚災害に係る災害復旧事業　

　　　災害関連事業を除いたもので算出する。 　　について暫定法により算定された補助残額及び災害関連

注２．その年を含む過去３カ年に発生した災害により甚大な被害を受け 　　事業の補助残額の総額が１戸当たり２万円以上の市町村

　　　た地域においては、連年災害による補助率の特例がある。 　　について、上記区分により適用される。

直
　
轄

土地改良法国庫負担率

区 分
 １戸当たり事業費

（総事業費／耕作
１戸当たり事業費 １戸当たり事業費

65％ 90％ 100％

（北海道、離島、奄美 85％）

（沖縄 90％）

轄
　
事
　
業

区　　分  （総事業費／耕作

 者実数）が８万円

 までの部分

１戸当たり事業費

 が８万円を超え15

 万円までの部分

１戸当たり事業費

 が15万円を超える

 部分

農業用施設

１８



地震・津波
緊急対策２．津波による災害に対処するための農地・農業

用施設の国庫負担率
土地改良法特例法に基づき、災害復旧と併せて行う区画整理や
農業用施設の改良に激甚法と同等の嵩上げが適用される場合

○災害復旧（農地）

農業用施設 改良 激甚法 同等 嵩 げ 適用される場合

国

地元負担

国
庫
負
担
率

50%

85%
90%

96%
98%

99%

国庫
負担

１５万円 ２１万円２万円 ４万円 ８万円

○災害復旧（農業用施設）
１戸当たりの事業費

地元負担

国
庫
負
担
率

89.5%
93%

98%
100%

国庫
負担

約３万円 約６万円 ８万円 １５万円

○災害復旧と併せて行う区画整理・農業用施設の改良

１戸当たりの事業費

※１ ※２

※１ 約３万円は1万円に100/35を乗じた額
※２ 約６万円は2万円に100/35を乗じた額

65%
負担

国
庫
負
担

地元負担

90%
95%

２万円 ４万円 １２万円

１９

担
率

１戸当たりの事業費

50%

85%国庫
負担



区 国　庫

2.海岸保全施設・地すべり防止施設の災害復旧事業

負　　担　　法　　国　　庫　　負　　担　　率

通 常 国 庫 負 担 率 事 業 ご と の 負 担 合 計 額

激 甚 法 国 庫 負 担 率 嵩 上 げ

地震・津波
緊急対策

３．海岸保全施設・地すべり防止施設【負担法】

分 負担率

標準税収入の1/2に相 標準税収入の1/2を超 標準税収入の２倍を超 50

当するまでの事業費 え２倍に達するまでの える事業費 55

事業費 60

2/3 3/4 4/4 70

80

90

都

道

府

県

     〃     600/100を超える額

　 　〃 　　400/100　〃　600/100　 〃

　 　〃　 　200/100　〃　400/100　 〃

 　　〃　   100/100　〃　200/100　 〃

　 　〃 　　 50/100　〃　100/100　 〃

標準税収入の 10/100を超え 50/100までの額

通 常 国 庫 負 担 率 事 業 ご と の 負 担 合 計 額
補
　
助
　
及
　
び
　
直

１．事業費は、その年に発生した災害の災害復旧事業費の総額をいい、

60

70

75

80

　

　

     〃     200/100　〃　400/100   〃

     〃     100/100　〃　200/100   〃

直
　
轄
　
事
　
業

　

　　標準税収入は、その年の当該地方公共団体の標準税収入をいう。

     〃     400/100を超える額 90

     〃      10/100　〃　100/100   〃

標準税収入の  5/100を超え 10/100までの額市

 

町

 

村
　　担率により算出した率が４／５に満たない場合は４／５とする。

２．北海道、離島、奄美、沖縄、小笠原諸島については、通常国庫負

３．その年を含む過去３カ年に発生した災害により甚大な被害を受け

共団体の標準税収入をいう。

公共団体の負担額をいい、標準税収入とは、その年の当該地方公

事業毎の負担合計額とは、その年の激甚災害に係る事業毎の地方　　た地域においては、連年災害による負担率の特例がある。

3.災害関連事業の負担率及び補助率の嵩上げ

げ、海岸保全施設、地すべり防止施設に係るものにあっては、2.の激甚法国庫負担率嵩上げによる。

災害関連事業のうち、激甚法の適用を受ける事業の負担率及び補助率の嵩上げは、農業用施設に係るものにあっては、1.の激甚法補助率嵩上

共団体 標準税収入 。

一般災害における国庫補助 激甚災害における国庫補助

（都道府県）

について、その年の激甚災害の復旧事業
等に係る負担額を基に補助率を嵩上げ

基本
補助率
2/3

3/4

4/4地方負担

9/10
8/10

7/10
6/10

5.5/10
5/10

（都道府県）

補助残

2/3

1/2 2

5/10

1/10 5/10 10/10 20/10 40/10 60/10

事業費／標準税収入
地方負担／標準税収入

9/10
8/10

7 5/10

（市町村）

補助残 9/10
8/10

7 5/10

補助残

7.5/10
7.0/10

6/10

7.5/10

7/10
6/10

0.5/10

1/10 10/10 20/10 40/10

地方負担／標準税収入

２０

４．災害関連事業の負担率及び補助率の嵩上げ

災害関連事業のうち、激甚法の適用を受ける事業の負担率及び補助率の嵩上げは、農業用施設に係
るものにあっては上記１、海岸保全施設、地すべり防止施設に係るものにあっては上記３による。



地震・津波
緊急対策

＜地財措置＞
農地・農業用施設災害復旧事業関係

元利償還金に対する

区分 対象施設等

起債充当率(％) 元利償還金に対する
地方交付税等の措置
（基準財政需要額
算入率（％））

備 考
現年 過年

補助災害 農地・農林漁業施設 ８０ ７０
９５

注 １．起債充当率の欄は１０
０％のものを除き、各充当
率に「おおむね」を付するも
のである。

注 ２．補助災害は、事業主体

公共土木施設 １００ ９０

単独災害 農林漁業施設 ６５ ４７．５～８５．５
〔財政力補正〕

災

害

復

旧

事

が都道府県又は市町村の
場合に限り、国庫補助残
額についての起債が認め
られる。

注 ３．農地等小災害は、１箇
所の事業費が１３万円以
上４０万円未満の激甚災
害で事業費の合計額が ８
００万円を超え、かつ農地

〔財政力補正〕公共土木施設 １００

農地等小災害
農地
１戸当たり２万円以下

〃 超
５０
７４

１００

農林業施設
１戸当たり2万円以下 ６５

業

債

等小災害債の起債1件限
度額を超える市町村が対
象となる。

注 ４．災害関連事業のうち、
※印については、地方債、
事業費補正の充当残が農
業行政費等の単位費用に
含まれる。

注 ５．補助災害・直轄災害・

１戸当たり2万円以下
〃 超

６５
８０

公共土木施設等
小災害

公共土木施設 １００
６６．５～９５．０
〔財政力補正〕

直轄災害 農業用施設 ８０ ７０
９５

地すべり防止施設 １００ ９０

災害関連
（公営企業債）

集落排水施設 １００
５０

(特別交付税) 災害関連（農地災害関連
区画・農村生活環境、鉱毒
対策は除く。)の現年災分
については、特別交付税
の対象となっている。

（公営企業債）
集落排水施設 １００

(特別交付税)

公

災害関連
上段：財源対策債等分
下段：通常分

農業用施設※
ため池※
農地災害関連※

４０
５０

４０
５０

５０
０海岸保全施設※

４０
５０

４０
５０

共

事

業

等

債

地すべり防止施設※
４０
５０

４０
５０

災害関連緊急地すべり
直轄災害関連緊急地す
べり

１０
８０ -

-

５０
５７

災害関連緊急大規模漂
着流木等処理対策

４０ ５０

＜お問い合わせ窓口＞

着流木等処理対策※ ５０ -
-

０

鉱毒対策※
４０
５０

５０
０

表中の数値は従来制度によるものであり、平成23年度第１号補正に関する地財措置においては、
検討中のものがあります。詳しくはお問い合わせ窓口までご連絡ください。

２１

＜お問い合わせ窓口＞
○ 事業に関すること

農村振興局整備部防災課 ０３－３５０２－６３６１
○ 地財措置に関すること

設計課 ０３－３５９５－６３３８



地震・津波
緊急対策

山林施設の復旧を支援します

＜対象施設＞

林地荒廃防止施設 渓間工事（治山ダム工等）

山腹工事（土留工等）
【負担法】

防災林造成工（防潮工等）

地すべり防止施設（集水井工、アンカー工等）

林道施設 【暫定法】

【負担法】

＜主な事業＞

区分 事業名 事業内容 事業主体 主な採択要件

治山施設災害復旧事業
被災した林地荒廃防止
施設等の復旧

都道府県 工事費が120万円以上

林道施設災害復旧事業
被災した林道施設の復
旧

都道府県、市町村、森
林組合等

工事費が40万円以上

復旧
事業

治山施設災害関連事業
林地荒廃防止施設等
の復旧と併せて実施す
る改良事業

都道府県

全体工事費のうち災害
関連工事費の占める
割合が５割以下であ
り、かつ、災害関連事
業の工事費が800万円
以上

災害関連緊急治山事業
災害により発生又は拡
大した荒廃山地等で、
緊急に行う復旧整備

都道府県 事業費が600万円超

林地崩壊防止事業

激甚災害の指定に伴
い実施する、再度災害
防止のための復旧整

市町村 事業費が200万円以上

関連
事業

２２

備

災害関連山村環境施設
復旧事業

被災した山村環境施設
の復旧

都道府県、市町村、森
林組合等

受益戸数2戸以上
工事費が200万円以上



地震・津波
緊急対策

一般災害における国庫補助 激甚災害における国庫補助

＜補助率＞

について その年の激甚災害の

林地荒廃
防止施設
地すべり
防止施設 基本

3/4

4/4都道府県の負担

9/10
8/10

7/10
6/10

補助残

について、その年の激甚災害の
復旧事業等に係る負担額を基に補助
率を嵩上げ

防止施設
【負担法】

基本
補助率
2/3

1/2 2

事業費／標準税収入 地方負担／標準税収入

6/10
5.5/10

5/10

1/10 5/10

10/10

20/10

40/10

60/10

基本補助率

林道
（その他）
【暫定法】

7.5/10

8.5/10

市町村の負担

8/10
9/10

補助残

について、被災林道１ｍ当たりの
負担額に基に補助率を嵩上げ

基本補助率
5/10

被災林道１ｍ当たりの事業費

1,000円 1,200円

被災林道１ｍ当たりの地方負担

110円 200円 500円

7/10

林道
（奥地幹線）
【暫定法】 基本補助率

6.5/10

9/10

10/10

市町村の負担

被災林道１ｍ当たりの事業費
1,000円 1,200円

＜地財措置＞

林地荒廃防止施設等【負担法】は補助残の１００％、
林道【暫定法】は補助残の８０％について

２３

林道【暫定法】は補助残の８０％について、

災害復旧事業債（交付税算入率９５％）

の充当が認められています。



＜事業実施箇所（イメージ）＞ 地震・津波
緊急対策

被災した防潮工を復旧被災した防潮工を復旧

激しい揺れにより被災した林道の復旧激しい揺れにより被災した林道の復旧

地震により発生した崩壊箇所を緊急に復旧整備地震により発生した崩壊箇所を緊急に復旧整備

＜お問い合わせ窓口＞＜お問 合わ 窓 ＞
○林地荒廃防止施設等の災害復旧について

・林野庁森林整備部治山課 ＴＥＬ 03-3501-4756（直通）
○林道の災害復旧について

・林野庁森林整備部整備課 ＴＥＬ 03-3502-8064（直通）

２４



地震・津波
緊急対策

災害復旧事業に関する資料を農林水産省
ホ ムペ ジに掲載していますホームページに掲載しています。

■漁港施設の災害復旧事業

http://www.jfa.maff.go.jp/j/gyoko_gyozyo/g_zigyo/saigai/

・ 水産関係土木施設等災害復旧事業の制度
漁 海岸 害 施 害 事 費 負・ 漁港や海岸の災害復旧（公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法）

・ 消波堤や荷さばき所の災害復旧
（農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律）

・ 水産関係土木施設等災害復旧簡単マニュアル（発災から査定まで）
・ 激甚災害制度の概要
・ 激甚災害制度の解説書（水産関係土木施設等）

このほかにも掲載しています。 お問い合わせ先
水産庁漁港漁場整備部防災漁村課

ダイヤルイン：03-3502-5638

■農地・農業用施設の災害復旧事業
http://www.maff.go.jp/j/nousin/bousai/bousai_saigai/b_hukkyuu/index.html

災害復旧事業制度の概要
・ 農地・農業用施設の災害復旧事業とは？
・ 速やかな復旧に向けて（農地・農業用施設災害復旧事業のあらまし）
・ 災害復旧の円滑な実施のために（災害復旧の実務）

災害復旧への支援
・ 農業農村災害緊急派遣隊（水土里（みどり）災害派遣隊）について
・ 農村災害ボランティアについて

このほかにも掲載しています。 お問い合わせ先 農村振興局整備部防災課

ダイヤルイン：03-3502-6361

■山林施設の災害復旧事業■山林施設の災害復旧事業

http://www.rinya.maff.go.jp/j/saigai/kanpa/index.html

治山施設災害復旧事業等

http://www.rinya.maff.go.jp/j/saigai/joho/index.html
災害情報

・ 林野関係被害について・ 林野関係被害について
・ 災害の対応等について お問い合わせ先 林野庁森林整備部治山課

ダイヤルイン：03-350１-4756
林野庁森林整備部整備課
ダイヤルイン：03-6744-2304

２５
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